
番号 18

処　　  分　　　名

処　分　の　概　要

根　拠　法　令　名

条　　　　　　　項

所　　  管  　　課 道路河川整備課

　　経由機関での処理期間 なし

　　所管課での処理期間　（）内は土石の堆積の場合 30日（14日）

　　標　準　処　理　期　間　（）内は土石の堆積の場合 計 30日（14日）

判 断 基 準

審査基準及び標準処理期間整理個表

宅地造成等に関する工事の許可

申請された宅地造成等に関する工事について許可する。

宅地造成及び特定盛土等規制法（昭和36年法律第191号）

第12条第1項、第30条第1項

宅地造成及び特定盛土等規制法第12条第2項各号又は第30条第2項各号の基準に適合すること。

【根拠法令等】
宅地造成及び特定盛土等規制法（抄）
　（宅地造成等に関する工事の許可）
第１２条　宅地造成等工事規制区域内において行われる宅地造成等に関する工事については、工事主は、当該
工事に着手する前に、主務省令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければならない。ただ
し、宅地造成等に伴う災害の発生のおそれがないと認められるものとして政令で定める工事については、この
限りでない。
２　都道府県知事は、前項の許可の申請が次に掲げる基準に適合しないと認めるとき、又はその申請の手続が
この法律若しくはこの法律に基づく命令の規定に違反していると認めるときは、同項の許可をしてはならな
い。
一　当該申請に係る宅地造成等に関する工事の計画が次条の規定に適合するものであること。
二　工事主に当該宅地造成等に関する工事を行うために必要な資力及び信用があること。
三　工事施行者に当該宅地造成等に関する工事を完成するために必要な能力があること。
四　当該宅地造成等に関する工事（土地区画整理法（昭和２９年法律第１１９号）第２条第１項に規定する土
地区画整理事業その他の公共施設の整備又は土地利用の増進を図るための事業として政令で定めるものの施行
に伴うものを除く。）をしようとする土地の区域内の土地について所有権、地上権、質権、賃借権、使用貸借
による権利又はその他の使用及び収益を目的とする権利を有する者の全ての同意を得ていること。
　（宅地造成等に関する工事の技術的基準等）
第１３条　宅地造成等工事規制区域内において行われる宅地造成等に関する工事（前条第１項ただし書に規定
する工事を除く。第２１条第１項において同じ。）は、政令（その政令で都道府県の規則に委任した事項に関
しては、その規則を含む。）で定める技術的基準に従い、擁壁、排水施設その他の政令で定める施設（以下
「擁壁等」という。）の設置その他宅地造成等に伴う災害を防止するため必要な措置が講ぜられたものでなけ
ればならない。
２　前項の規定により講ずべきものとされる措置のうち政令（同項の政令で都道府県の規則に委任した事項に
関しては、その規則を含む。）で定めるものの工事は、政令で定める資格を有する者の設計によらなければな
らない。
　（許可証の交付又は不許可の通知）
第１４条　都道府県知事は、第１２条第１項の許可の申請があつたときは、遅滞なく、許可又は不許可の処分
をしなければならない。
２　都道府県知事は、前項の申請をした者に、同項の許可の処分をしたときは許可証を交付し、同項の不許可
の処分をしたときは文書をもつてその旨を通知しなければならない。
　（許可の特例）
第１５条　国又は都道府県、指定都市若しくは中核市が宅地造成等工事規制区域内において行う宅地造成等に
関する工事については、これらの者と都道府県知事との協議が成立することをもつて第１２条第１項の許可が
あつたものとみなす。
２　宅地造成等工事規制区域内において行われる宅地造成又は特定盛土等について当該宅地造成等工事規制区
域の指定後に都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２９条第１項又は第２項の許可を受けたときは、当
該宅地造成又は特定盛土等に関する工事については、第１２条第１項の許可を受けたものとみなす。

※根拠法令や審査基準の内容全てを記載することができない場合は、
それらが記載された文書等の縦覧をもって代えることができる。



手続の流れ

　（特定盛土等又は土石の堆積に関する工事の許可）
第３０条　特定盛土等規制区域内において行われる特定盛土等又は土石の堆積（大規模な崖崩れ又は土砂の流
出を生じさせるおそれが大きいものとして政令で定める規模のものに限る。以下この条から第３９条まで及び
第５５条第１項第２号において同じ。）に関する工事については、工事主は、当該工事に着手する前に、主務
省令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、特定盛土等又は土石の堆
積に伴う災害の発生のおそれがないと認められるものとして政令で定める工事については、この限りでない。
２　都道府県知事は、前項の許可の申請が次に掲げる基準に適合しないと認めるとき、又はその申請の手続が
この法律若しくはこの法律に基づく命令の規定に違反していると認めるときは、同項の許可をしてはならな
い。
一　当該申請に係る特定盛土等又は土石の堆積に関する工事の計画が次条の規定に適合するものであること。
二　工事主に当該特定盛土等又は土石の堆積に関する工事を行うために必要な資力及び信用があること。
三　工事施行者に当該特定盛土等又は土石の堆積に関する工事を完成するために必要な能力があること。
四　当該特定盛土等又は土石の堆積に関する工事（土地区画整理法第２条第１項に規定する土地区画整理事業
その他の公共施設の整備又は土地利用の増進を図るための事業として政令で定めるものの施行に伴うものを除
く。）をしようとする土地の区域内の土地について所有権、地上権、質権、賃借権、使用貸借による権利又は
その他の使用及び収益を目的とする権利を有する者の全ての同意を得ていること。
　（特定盛土等又は土石の堆積に関する工事の技術的基準等）
第３１条　特定盛土等規制区域内において行われる特定盛土等又は土石の堆積に関する工事（前条第１項ただ
し書に規定する工事を除く。第４０条第１項において同じ。）は、政令（その政令で都道府県の規則に委任し
た事項に関しては、その規則を含む。）で定める技術的基準に従い、擁壁等の設置その他特定盛土等又は土石
の堆積に伴う災害を防止するため必要な措置が講ぜられたものでなければならない。
２　前項の規定により講ずべきものとされる措置のうち政令（同項の政令で都道府県の規則に委任した事項に
関しては、その規則を含む。）で定めるものの工事は、政令で定める資格を有する者の設計によらなければな
らない。
　（許可証の交付又は不許可の通知）
第３３条　都道府県知事は、第３０条第１項の許可の申請があつたときは、遅滞なく、許可又は不許可の処分
をしなければならない。
２　都道府県知事は、前項の申請をした者に、同項の許可の処分をしたときは許可証を交付し、同項の不許可
の処分をしたときは文書をもつてその旨を通知しなければならない。
　（許可の特例）
第３４条　国又は都道府県、指定都市若しくは中核市が特定盛土等規制区域内において行う特定盛土等又は土
石の堆積に関する工事については、これらの者と都道府県知事との協議が成立することをもつて第３０条第１
項の許可があつたものとみなす。
２　特定盛土等規制区域内において行われる特定盛土等について当該特定盛土等規制区域の指定後に都市計画
法第２９条第１項又は第２項の許可を受けたときは、当該特定盛土等に関する工事については、第３０条第１
項の許可を受けたものとみなす。
※松山市における宅地造成及び特定盛土等規制法の規制区域指定日：令和6年10月1日

申請者 道路河川整備課

申請

許可証交付

30日

※根拠法令や審査基準の内容全てを記載することができない場合は、
それらが記載された文書等の縦覧をもって代えることができる。


